
平成３1年度 財政健全化判断比率等の公表

平成３1年度 ふるさと納税の状況
　町では、ふるさと納税に該当する寄附金を、ふるさと応援寄附金として採納しています。
　採納した寄附金は、寄附者への返納品等経費に充当し、残りをふるさと応援寄附金に積み立てることとし
ています。次年度以降に行う各事業にふるさと応援基金から繰入れて、ふるさと納税として採納された寄附
金を活用することとしています。
　平成31年度のふるさと応援寄附金の状況は次のとおりです。

(単位：千円）

区　　　　分
寄　附　金 返礼品経費等

充当額
②

基金積立金
　

③(①‐②)

平成30年度
末基金現在高

④

平成31年度
利子積立額

⑤ 

平成31年度
基金取崩額

⑥

平成31年度
末基金現在高
③+④+⑤-⑥件　数 金額

①

ふるさと応援寄附金 1,520 15,335 9,265 6,070 10,331 1 8,470 7,932

⑴福祉および保健に関する事業 214 2,100 1,269 831 1,878 0 1,700 1,009

⑵教育および子育て支援に関する事業 425 4,115 2,487 1,628 2,145 0 2,000 1,773

⑶産業の振興に関する事業 176 1,730 1,046 684 1,048 0 1,000 732

⑷観光の振興に関する事業 115 1,145 692 453 761 0 700 514

⑸文化およびスポーツの振興に関する事業 16 155 94 61 231 0 200 92

⑹あなたが守る秘境駅プロジェクト
　「マイステーション運動」 212 2,450 1,481 969 2,094 0 870 2,193

⑺その他まちづくりに資する事業 362 3,640 2,196 1,444 2,174 1 2,000 1,619

　『地方公共団体の財政の健全化
に関する法律』に基づき、平成31
年度の健全化判断比率（実質赤字
比率、連結実質赤字比率、実質公
債費比率および将来負担比率の
総称）および資金不足比率の指標
を次のとおり公表します。
　健全化判断比率が早期健全化基準を1つでも上回ると財政健全化計画の策定が義務付けられ、財政再生基
準を1つでも上回ると国の管理下で財政再建することとなります。
　なお、幌延町の健全化判断比率等は、すべての指標において基準を下回っています。
①実 質 赤 字 比 率：普通会計の実質赤字額が標準財政規模に占める割合
②連結実質赤字比率：普通会計と特別会計（国保・国保診・後期高齢・介護・簡水・下水道）の実質赤字額

の合計額が標準財政規模に占める割合
③実 質 公 債 費 比 率：一般会計だけでなく、特別会計や一部事務組合の負担分も含む公債費（借入金の返済）

が標準財政規模に占める割合
④将 来 負 担 比 率：一般会計や特別会計および一部事務組合の将来負担すべき負債（公債費や債務負担行

為額および職員の退職金など）が標準財政規模に占める割合
⑤資 金 不 足 比 率：公営企業の資金不足額（簡易水道・下水道：実質赤字額）が事業規模（営業収益－受

託工事収益金）に占める割合
　標準財政規模：地方税や譲与税など地方自治体の標準的な税収入と普通交付税や臨時財政対策債の合計額

（単位：％）
実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 資金不足比率

平成31年度
幌延町比率 － － 8.8 － －

早期健全化基準 15.0 20.0 25.0 350.0 20.0

財政再生基準 20.0 30.0 35.0
※資金不足比率の場合は、早期健全化基準を経営健全化基準と読み替えます。

（簡易水道、下水道）

幌延町の家計簿　⑤
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